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◎会長報告－鈴木雅之会長
　皆さん、今日は。月も変わり 11

月になりました。大変暖かい陽射

しの良い天気です。私が最近読ん

でいる本に鮫川晩鐘という本がご

ざいます。古い書物で地元の政治

家の方々の足跡が記載されたもの

です。当クラブのチャーターメンバーである金成通

之会員の御祖父さんや古川さんの偉業について書い

れているものです。昨年新しい鮫川橋が掛け替えら

れました。その掛け替える前の橋を永久橋と言われ

ていたそうです。私は小さい時から橋があったので

鮫川橋としか呼んでいませんでした。ここにいらっ

しゃる先輩の皆さんはご存知だと思います。明日は

県会議員の告示日です。次の世代をどのように政治

を通して作り上げて行くかその大事な選挙であると

思っています。私も大事な 1票をしっかり考えて投

票したいと思います。会長報告ですが昨日南東北総

合卸センターで職業奉仕セミナーが開催されました。

出席者は私と斉藤幹事、小熊職業奉仕委員長の 3名

です。詳細については次週小熊委員長よりご報告を

戴きたいと思います。同じく昨日東京江戸川ロータ

リークラブ様が双葉町役場より昨年の事業に対する

感謝状を授与されるということで来訪されました。

対応は吉野会員がして戴き誠にありがとうございま

出席状況 正会員数　　　　　   50 名　　　　本日出席会員数　　　　　  39 名
 本日の出席率　    81.25％　　　　修正出席率　　　　　　  85.42％
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君が代
ロータリーの目的　鈴木　雅之会長
－今月はロータリー財団月間です－

　　　　　

　　　　いわき勿来ロータリー・クラブ

した。それから地区大会が15日と近付いております。

地区大会終了後の直会は決まっていませんでしたが

当クラブの例会場であるミドリさんで行うことに決

まりました。会費 3,000 円、時間は 18 時 30 分よりと

なっています。本日理事会の予定でしたが先週連絡

しました通り来週 11 日に開催致しますのでお間違い

の無いようにお願いします。

◎幹事報告－岩元副幹事
・国際ロータリーガバナー事務所よ

り地区大会の時に米山寄付 2,000

万円達成クラブということで表彰

しますと案内が届いております。

・今月 11 月のレートは1ドル120 円

となっております。

・いわき平ロータリークラブ、いわき平中央ロータ

リークラブ、北茨城ロータリークラブより週報、い

わき平ロータリークラブ、いわき平中央ロータリー

クラブよりプログラム案内が来て

います。

◎各委員会報告
◇出席委員会－鈴村小委員長
　本日の出席状況は下記の通りで

す。

◇スマイルボックス委員会－林小委員長
・海外研修へ行って参りました。

来週の例会でご報告致します。

　　　　　　　　　　添田会員

・東邦銀行添田支店長、10 日間の

アメリカ研修から無事帰って来

ました。ご苦労様でした。次週の報告を楽しみにし

ています。

内藤、山下、木幡、渡邉（國）、生駒、鈴木（泰）、富岡、

吉野、飯村、清水、浜津、関川、赤津（善）、蛭田、

嵐、鈴村、金成、林各会員及び渡邉公平パストガバ

ナー、佐藤政司副会長、岩元副幹事

・誕生祝いありがとうございました。

荒川（義）、鈴木（孝）各会員

・本日早退ごめんなさい。　　　　　

　鈴木雅之会長、斉藤幹事

◇親睦活動委員会－清水小委員長
　親睦活動委員会より今月の誕生会員祝を差し上げ

たいと思います。荒川義次会員、鈴木孝一会員前の

方へとうぞ。おめでとうございます。それから 11 月

に入りました。12 月になると毎年楽しみにしており

ますクリスマス家族例会が予定されています。今年

は少し早目で 12 月 16 日㈬場所はやまたまやです。

案内は今週中に皆さんに送りたいと思いますので宜

しくお願い致します。

◎ロータリー財団委員会－橋本慶紀小委員長
　皆さん、今日は。今月 11 月は

ロータリー財団月間となっており

ます。そこでロータリー財団に関

することをお話して欲しいという

ことになりました。本日はロータ

リー財団のＤＶＤが届きましたの

でそれを上映し皆様にロータリー財団について理解

を深めて戴きたいと思っております。

　

　国際社会の中でロータリー財団の資金が運用され

ている内容の 1部を紹介したもです。財団は寄付の

お願いばかりに思えますが、私達が寄付した寄付金

50 パーセントが 3年後に戻って来て地域で使って下

さいということになっています。ですから 3年後地

元で使えるお金を事業に使うためには今年の 12 月ま

で申請することにより来年使うことが出来る制度が

あります。50 パーセントが自己資金で 50 パーセント

がロータリー財団からとなります。負担が大きいの

で少額の申請が多いようです。寄付するばかりでな

く事業に運用することもクラブで考えなければなら

ないと思います。


